
毎
週　

月
･
水
･
金
曜
日
発
行

　
　

規　
　

則

○
熊
本
県
土
地
改
良
財
産
の
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
農
地
建
設
課
）　

一

○
熊
本
県
健
康
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　

（
健
康
増
進
課
）　

一

　
　

登　

載　

依　

頼

○
熊
本
県
議
会
会
議
規
則
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　

（
議
会
事
務
局
）　

二

○
熊
本
県
議
会
傍
聴
規
則
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

二

○
政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
熊
本
県
議
会
議
員
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
の
一

　

部
を
改
正
す
る
規
程　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

二

○
熊
本
県
議
会
が
管
理
す
る
行
政
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

三

○
熊
本
県
議
会
告
示
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
規
程　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

五

○
熊
本
県
議
会
公
告
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
規
程　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

五

○
熊
本
県
議
会
事
務
局
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

六

○
熊
本
県
議
会
訓
令
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
訓
令　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

六

　

熊
本
県
土
地
改
良
財
産
の
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
規
則
第
二
十
七
号

　
　
　

熊
本
県
土
地
改
良
財
産
の
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

熊
本
県
土
地
改
良
財
産
の
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
規
則（
昭
和
三
十
二
年
熊
本
県
規
則
第
五
十
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
二　

条
例
第
二
条
第
一
号
の
規
則
で
定
め
る
事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
と
す
る
。

　
　

一　

農
道
の
整
備
に
関
す
る
事
業

　
　

二　

農
業
集
落
の
排
水
に
関
す
る
事
業

　
　

三　

地
域
用
水
等
の
環
境
整
備
に
関
す
る
事
業

　
　

四　

中
山
間
地
の
土
地
改
良
施
設
等
の
整
備
と
保
全
に
関
す
る
事
業

　
　

五　

農
村
の
土
地
改
良
施
設
等
の
整
備
と
県
土
の
保
全
に
関
す
る
事
業

　
　

六　

農
村
田
園
の
整
備
に
関
す
る
事
業

　
　

七　

開
拓
地
整
備
事
業

　
　

八　

防
衛
施
設
周
辺
障
害
防
止
事
業

　
　

九　

畑
地
帯
総
合
整
備
事
業
、
ほ
場
整
備
事
業
、
土
地
改
良
総
合
整
備
事
業
、
農
村
振
興
総
合
整
備

　
　
　

事
業
、
農
村
総
合
整
備
事
業
、
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
又
は
た
め
池
等
整
備
事
業
で
土
地
改

　
　
　

良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
に
基
づ
か
な
い
も
の

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

熊
本
県
健
康
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
規
則
第
二
十
八
号

　
　
　

熊
本
県
健
康
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

熊
本
県
健
康
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
九
年
熊
本
県
規
則
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
四
条
中
「
所
長
が
」
を
「
別
に
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成14年 3月29日　金曜 熊 本 県 公 報 号外　第  17  号1

 
目　
　

次 

規　
　
　
　

則



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

熊
本
県
議
会
会
議
規
則
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
議
会
議
長　

荒　

木　

詔　

之

熊
本
県
議
会
会
議
規
則
第
一
号　

　
　
　

熊
本
県
議
会
会
議
規
則
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
規
則

　

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
規
則
は
、
熊
本
県
議
会
会
議
規
則
（
平
成
三
年
熊
本
県
議
会
会
議
規
則
第
一
号
。
以
下

　

「
会
議
規
則
」
と
い
う
。
）
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
こ
と
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も

　

の
と
す
る
。

　

（
形
式
の
改
正
）

第
二
条　

会
議
規
則
の
形
式
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
左
横
書
き
に
改
正
す
る
。

　

一　

会
議
規
則
に
お
け
る
右
方
は
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
会
議
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
会
議
規

　
　

則
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
上
方
と
し
、
会
議
規
則
に
お
け
る
上
方
は
改
正
後
の
会
議
規
則
に
お
け

　
　

る
左
方
と
す
る
。

　

二　

改
正
後
の
会
議
規
則
に
お
け
る
文
字
（
符
号
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
配
置
は
、
会
議
規
則
に

　
　

お
け
る
文
字
の
配
置
と
す
る
。

　

（
用
字
及
び
用
語
の
整
理
）

第
三
条　

会
議
規
則
中
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
に

　

改
め
る
。

　

（
雑
則
）

第
四
条　

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
は
、
議
長
が
定
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

熊
本
県
議
会
傍
聴
規
則
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
議
会
議
長　

荒　

木　

詔　

之

熊
本
県
議
会
傍
聴
規
則
第
一
号

　
　
　

熊
本
県
議
会
傍
聴
規
則
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
規
則

　

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
規
則
は
、
熊
本
県
議
会
傍
聴
規
則
（
平
成
五
年
熊
本
県
議
会
傍
聴
規
則
第
一
号
。
以
下

　

「
傍
聴
規
則
」
と
い
う
。
）
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
こ
と
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も

　

の
と
す
る
。

　

（
形
式
の
改
正
）

第
二
条　

傍
聴
規
則
の
形
式
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
左
横
書
き
に
改
正
す
る
。

　

一　

傍
聴
規
則
に
お
け
る
右
方
は
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
傍
聴
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
傍
聴
規

　
　

則
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
上
方
と
し
、
傍
聴
規
則
に
お
け
る
上
方
は
改
正
後
の
傍
聴
規
則
に
お
け

　
　

る
左
方
と
す
る
。

　

二　

改
正
後
の
傍
聴
規
則
に
お
け
る
文
字
（
符
号
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
配
置
は
、
傍
聴
規
則
に

　
　

お
け
る
文
字
の
配
置
と
す
る
。

　

（
用
字
及
び
用
語
の
整
理
）

第
三
条　

傍
聴
規
則
中
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
に

　

改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

熊
本
県
議
会
告
示
第
一
号

　

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
熊
本
県
議
会
議
員
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を

改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
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登　

載　

依　

頼

一　

条
の
番
号
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
数
字

二　

号
番
号
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
数
字

三　

漢
数
字
（
一
の
項
及
び
二
の
項
に
定
め
る
も
の
並
び
に

　

次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

　

イ　

固
有
名
詞
の
一
部
又
は
全
部
を
な
し
て
い
る
も
の

　

ロ　

熟
語
の
一
部
を
な
し
て
い
る
も
の

ア
ラ
ビ
ア
数
字

左
右
を
括
弧
で
囲
ん
だ
ア
ラ
ビ
ア
数

字ア
ラ
ビ
ア
数
字

一　

章
及
び
条
の
番
号
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
数
字

二　

号
番
号
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
数
字

三　

漢
数
字
（
一
の
項
及
び
二
の
項
に
定
め
る
も
の
並
び
に

　

次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

　

イ　

固
有
名
詞
の
一
部
又
は
全
部
を
な
し
て
い
る
も
の

　

ロ　

熟
語
の
一
部
を
な
し
て
い
る
も
の

四　

促
音
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
「
つ
」

ア
ラ
ビ
ア
数
字

左
右
を
括
弧
で
囲
ん
だ
ア
ラ
ビ
ア
数

字ア
ラ
ビ
ア
数
字

「
っ
」



　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
議
会
議
長　

荒　

木　

詔　

之

　
　
　

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
熊
本
県
議
会
議
員
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
の
一

　
　
　

部
を
改
正
す
る
規
程

　

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
熊
本
県
議
会
議
員
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
（
平
成
七

年
熊
本
県
議
会
告
示
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
記
第
三
号
様
式
中

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

熊
本
県
議
会
告
示
第
二
号

　

熊
本
県
議
会
が
管
理
す
る
行
政
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
議
会
議
長　

荒　

木　

詔　

之

　
　
　

熊
本
県
議
会
が
管
理
す
る
行
政
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

熊
本
県
議
会
が
管
理
す
る
行
政
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
三
年
熊
本
県
議
会
告
示
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
三
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

　
　

た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　

一　

条
例
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
開
示
請
求
を
拒
否
す
る
場
合　

別
記
第
四
号
様
式
の
二
（
行
政
文
書

　
　

の
存
否
を
明
ら
か
に
し
な
い
不
開
示
決
定
通
知
書
）

　

二　

開
示
請
求
に
係
る
行
政
文
書
を
管
理
し
て
い
な
い
場
合　

別
記
第
四
号
様
式
の
三
（
行
政
文
書
の

　
　

不
存
在
に
よ
る
不
開
示
決
定
通
知
書
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「

　

別
記
第
四
号
様
式
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同
様
式
の
次
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　

　
　
　
　
　
　

」

次
の
二
様
式
を
加
え
る
。
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土
地
等
の
事
業
・
雑
所
得

分離課税

短
期

譲
渡

所
得

長
期

譲
渡

所
得

株
式
等
の
事
業
・
譲
渡
・
雑
所
得

土
地
等
の
事
業
・
雑
所
得

分離課税

短
期

譲
渡

所
得

長
期

譲
渡

所
得

株
式
等
の
事
業
・
譲
渡
・
雑
所
得

商
品
先
物
取
引
の
事
業
・
雑
所
得

に

２
　
条
例
第
1
0
条
に
該
当

３
　
そ
の
他

（
理
　
由
）

２
　
そ
の
他

（
理
　
由
）
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附　

則

１　

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
後
の
熊
本
県
議
会
が
管
理
す
る
行
政
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
の
規
定

　

は
、
こ
の
規
程
の
施
行
の
日
以
後
に
さ
れ
た
開
示
請
求
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
さ
れ
た
開
示
請

　

求
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

熊
本
県
議
会
告
示
第
三
号

　

熊
本
県
議
会
告
示
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
議
会
議
長　

荒　

木　

詔　

之

　
　
　

熊
本
県
議
会
告
示
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
規
程

　

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
規
程
は
、
こ
の
規
程
の
施
行
の
際
現
に
定
め
ら
れ
て
い
る
熊
本
県
議
会
告
示
（
以
下
「
既

　

存
告
示
」
と
い
う
。
）
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
こ
と
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と

　

す
る
。

　

（
形
式
の
改
正
）

第
二
条　

既
存
告
示
の
形
式
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
左
横
書
き
に
改
正
す
る
。

　

一　

既
存
告
示
に
お
け
る
右
方
は
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
後
の
既
存
告
示
（
以
下
「
改
正
後
告
示
」
と

　
　

い
う
。
）
に
お
け
る
上
方
と
し
、
既
存
告
示
に
お
け
る
上
方
は
改
正
後
告
示
に
お
け
る
左
方
と
す
る
。

　

二　

改
正
後
告
示
に
お
け
る
文
字
（
符
号
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
配
置
は
、
既
存
告
示
に
お
け
る

　
　

文
字
の
配
置
と
す
る
。

２　

前
項
の
規
定
は
、
既
存
告
示
に
お
い
て
縦
書
き
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
様
式
並
び
に
既
に
左
横
書
き

　

の
形
式
を
と
っ
て
い
る
表
及
び
様
式
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

　

（
用
字
及
び
用
語
の
整
理
）

第
三
条　

既
存
告
示
中
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
に

　

改
め
る
。

２　

前
項
の
表
四
の
項
の
規
定
は
、
縦
書
き
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
様
式
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

３　

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
議
長
が
別
に
定
め
る
。

　

（
雑
則
）

第
四
条　

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
は
、
議
長
が
定
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

熊
本
県
議
会
公
告
第
一
号

　

熊
本
県
議
会
公
告
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
議
会
議
長　

荒　

木　

詔　

之

　
　
　

熊
本
県
議
会
公
告
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
規
程

　

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
規
程
は
、
こ
の
規
程
の
施
行
の
際
現
に
定
め
ら
れ
て
い
る
熊
本
県
議
会
公
告
（
以
下
「
既

　

存
公
告
」
と
い
う
。
）
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
こ
と
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と

　

す
る
。

　

（
形
式
の
改
正
）

第
二
条　

既
存
公
告
の
形
式
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
左
横
書
き
に
改
正
す
る
。

　

一　

既
存
公
告
に
お
け
る
右
方
は
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
後
の
既
存
公
告
（
以
下
「
改
正
後
公
告
」
と

　
　

い
う
。
）
に
お
け
る
上
方
と
し
、
既
存
公
告
に
お
け
る
上
方
は
改
正
後
公
告
に
お
け
る
左
方
と
す
る
。

　

二　

改
正
後
公
告
に
お
け
る
文
字
（
符
号
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
配
置
は
、
既
存
公
告
に
お
け
る
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一　

条
、
表
及
び
様
式
の
番
号
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
漢

　

数
字

二　

号
番
号
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
数
字

三　

号
を
第
一
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て

　

い
る
文
字
を
引
用
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
当
該
文

　

字

ア
ラ
ビ
ア
数
字

左
右
を
括
弧
で
囲
ん
だ
ア
ラ
ビ
ア
数

字五
十
音
順
に
よ
る
片
仮
名

四　

漢
数
字
（
一
の
項
及
び
二
の
項
に
定
め
る
も
の
並
び
に

　

次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

　

イ　

固
有
名
詞
の
一
部
又
は
全
部
を
な
し
て
い
る
も
の

　

ロ　

熟
語
の
一
部
を
な
し
て
い
る
も
の

　

ハ　

数
量
又
は
順
序
を
示
す
意
味
が
薄
く
他
の
数
字
に
置

　
　

き
換
え
て
の
表
現
が
み
ら
れ
な
い
も
の

　

ニ　

数
字
の
表
記
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
万
又
は
億
で

　
　

当
該
数
字
が
百
万
以
上
の
数
を
示
す
場
合
の
当
該
万
又

　
　

は
億

五　

左
（
文
面
上
の
位
置
又
は
方
向
を
示
す
た
め
に
用
い
ら

　

れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

六　

促
音
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
「
つ
」

ア
ラ
ビ
ア
数
字

次「
っ
」



　
　

文
字
の
配
置
と
す
る
。

２　

前
項
の
規
定
は
、
既
存
公
告
に
お
い
て
縦
書
き
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
様
式
に
つ
い
て
は
、
適
用
し

　

な
い
。

　

（
用
字
及
び
用
語
の
整
理
）

第
三
条　

既
存
公
告
中
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
に

　

改
め
る
。

２　

前
項
の
表
三
の
項
の
規
定
は
、
縦
書
き
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
様
式
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

３　

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
議
長
が
別
に
定
め
る
。

　

（
雑
則
）

第
四
条　

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
は
、
議
長
が
定
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

熊
本
県
議
会
訓
令
第
一
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

議　

会　

事　

務　

局

　

熊
本
県
議
会
事
務
局
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
議
会
議
長　

荒　

木　

詔　

之

　
　
　

熊
本
県
議
会
事
務
局
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

熊
本
県
議
会
事
務
局
文
書
規
程
（
平
成
十
三
年
熊
本
県
議
会
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。　

　

第
八
条
第
一
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
第

三
号
と
し
、
同
項
第
五
号
中
「
議
案
文
、
」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

熊
本
県
議
会
訓
令
第
二
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

議　

会　

事　

務　

局

　

熊
本
県
議
会
訓
令
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
議
会
議
長　

荒　

木　

詔　

之

　
　
　

熊
本
県
議
会
訓
令
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
訓
令

　

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
訓
令
は
、
こ
の
訓
令
の
施
行
の
際
現
に
定
め
ら
れ
て
い
る
熊
本
県
議
会
訓
令
（
以
下
「
既

　

存
訓
令
」
と
い
う
。
）
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
こ
と
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と

　

す
る
。

　

（
形
式
の
改
正
）

第
二
条　

既
存
訓
令
の
形
式
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
左
横
書
き
に
改
正
す
る
。

　

一　

既
存
訓
令
に
お
け
る
右
方
は
こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
後
の
既
存
訓
令
（
以
下
「
改
正
後
訓
令
」
と

　
　

い
う
。
）
に
お
け
る
上
方
と
し
、
既
存
訓
令
に
お
け
る
上
方
は
改
正
後
訓
令
に
お
け
る
左
方
と
す
る
。

　

二　

改
正
後
訓
令
に
お
け
る
文
字
（
符
号
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
配
置
は
、
既
存
訓
令
に
お
け
る

　
　

文
字
の
配
置
と
す
る
。

２　

前
項
の
規
定
は
、
既
存
訓
令
に
お
い
て
既
に
左
横
書
き
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
様
式
に
つ
い
て
は
、

　

適
用
し
な
い
。

　

（
用
字
及
び
用
語
の
整
理
）

第
三
条　

既
存
訓
令
中
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
に

　

改
め
る
。
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一　

章
、
節
、
条
、
表
及
び
様
式
の
番
号
と
し
て
用
い
ら
れ

　

て
い
る
漢
数
字

二　

号
番
号
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
数
字

三　

号
を
第
一
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て

　

い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い

　

る
当
該
文
字

ア
ラ
ビ
ア
数
字

左
右
を
括
弧
で
囲
ん
だ
ア
ラ
ビ
ア
数

字五
十
音
順
に
よ
る
片
仮
名

一　

条
、
表
及
び
様
式
の
番
号
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
漢

　

数
字

二　

号
番
号
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
数
字

三　

漢
数
字
（
一
の
項
及
び
二
の
項
に
定
め
る
も
の
並
び
に

　

次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

　

イ　

固
有
名
詞
の
一
部
又
は
全
部
を
な
し
て
い
る
も
の

　

ロ　

熟
語
の
一
部
を
な
し
て
い
る
も
の

四　

上
欄

五　

下
欄

六　

よ
う
音
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
「
や
」
、
「
ゆ
」
、

　

又
は
「
ヤ
」

七　

促
音
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
「
つ
」

ア
ラ
ビ
ア
数
字

左
右
を
括
弧
で
囲
ん
だ
ア
ラ
ビ
ア
数

字ア
ラ
ビ
ア
数
字

左
欄

右
欄

そ
れ
ぞ
れ
「
ゃ
」
、
「
ゅ
」
又
は

「 
ャ
」

「
っ
」



２　

前
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
議
長
が
別
に
定
め
る
。

　

（
雑
則
）

第
四
条　

こ
の
訓
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
は
、
議
長
が
定
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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四　

表
中
そ
の
内
容
を
第
一
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に

　

用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用

　

い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字

五　

漢
数
字
（
一
の
項
及
び
二
の
項
に
定
め
る
も
の
並
び
に

　

次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

　

イ　

固
有
名
詞
の
一
部
又
は
全
部
を
な
し
て
い
る
も
の

　

ロ　

熟
語
の
一
部
を
な
し
て
い
る
も
の

　

ハ　

数
量
又
は
順
序
を
示
す
意
味
が
薄
く
他
の
数
字
に
置

　
　

き
換
え
て
の
表
現
が
み
ら
れ
な
い
も
の

六　

上
欄

七　

下
欄

八　

促
音
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
「
つ
」

左
右
を
括
弧
で
囲
ん
だ
ア
ラ
ビ
ア
数

字ア 
ラ
ビ
ア
数
字

左
欄

右
欄

「
っ
」
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発　
行　
所　

熊　
　
　

本　
　
　

県　
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